
第７期事業計画の検証と課題　

基本的な方向 取組状況の検証 課　題

 (4)自立支援に向けたｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進

Ⅱ 自立支
援・重度
化防止に
向けた取
組み推進

１ 健康づくりの推進 ●健康づくり
・Ｈ30年に「高岡市健康増進計画（健康たかおか輝きプラン）」を策定し、令和元年度から「健康たかおか10か条」の
普及啓発を実施。
・Ｈ30年度から、新たに小学校６年生・保護者にがん予防啓発リーフレットを配布。
・Ｈ30年度から、新たにかかりつけ医と連携し、糖尿病性腎症の重症化予防を図るための保健指導を実施。

●住民主体の通いの場の創設
・自立した元気な高齢者の増加を目指し、Ｈ27年度から運動プログラムを取り入れた地域で住民が主体的に取り組
む「通いの場」の立ち上げを進めてきた。令和元年度からは、立ち上げに対する補助制度を創設し、立ち上げの促
進を図った。
　活動の担い手不足や集う場が無い等の理由から、立ち上げが進まない地区があることから、令和元年度から新た
に、民間事業者等と連携した介護予防活動の場づくりを進めた。（R1：71箇所）

●介護予防・日常生活支援総合事業の推進
・通所型および訪問型サービスAについては、供給体制が整備されてきており、利用件数も増加している。一方、住
民主体による通所型および訪問型サービスBの創設に向けて、通いの場の運営や見守りや買物支援等の訪問活
動等、サービス提供の担い手となる人の養成・発掘等に取り組んだ。

●自立支援に向けたケアマネジメントの推進
・薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士などの多職種が協働し、高齢者の自
立に資する支援内容を検討する地域ケア個別会議（自立支援会議）をＨ30年度に立ち上げ、開催した。（R1：5回、
10事例）

●生活習慣病の発症・重症化予防
・生活習慣病の発症予防においては、高齢期を迎える前の青壮年期から健康づくりに取組み
ことが重要であることから、意識づけのためのアプローチ法の検討が必要である。
・元気な高齢者を増やすために、地域保健・職域保健の連携、関係課（健康増進課、高齢介
護課、保険年金課）の連携を強化し、高齢期前からの切れ目のない生活習慣病予防・重症化
予防対策を推進する取組みが必要である。

●介護予防事業の推進
・高齢者自らが健康づくりや介護予防を意識し、元気なうちから活動に取り組む環境を整えて
いく必要がある。これまで、住民主体の「通いの場」の立ち上げを進めてきたが、担い手不足等
の理由から新たな立ち上げが難しい地区もある。民間事業者を活用した介護予防活動の場づ
くりを進めるなど、新たな地域活動の担い手（資源）を発掘・育成し、市全域に介護予防活動が
波及するよう取組みを強化する必要がある。

●多様な主体による支援体制の構築
・高齢者の在宅生活を支えるため、通院・買い物の同行、ゴミ出しなど、多様なニーズがあるこ
とから、専門職に限らず地域住民やボランティア団体など多様な主体によるサービス提供体制
の整備が必要である。

●自立支援に向けたケアマネジメントの普及啓発
・高齢者の自立支援を促すために、介護支援専門員や地域包括支援センター職員、サービス
提供事業者等、高齢者支援に関わる全ての者が、自立支援の観点でケアマネジメントの実践
が必要なることから、地域ケア個別会議（自立支援会議）での検討内容を傍聴できる機会を引
き続き設けていく。

 (1)元気なうちからの健康づくり

２ 介護予防・日常生活支援総合事業・自立支援の推進

 (1)地域づくりに繋がる介護予防の普及・啓発

 (2)地域リハビリの視点を生かした介護予防推進

 (3)介護予防・日常生活支援総合事業の推進

●生活支援コーディネーターによる支え合う地域づくりの推進
・Ｈ30年度から、市に第１層生活支援コーディネーターを１名配置し、日常生活圏域（地域包括支援センター）の第
２層生活支援コーディネーター（11名）と連携し、地域へ出向き、見守りや生活での困り事に対する助け合い等、地
域での支え合いの必要性を周知し、地域づくりを進めた。
・第２層生活支援コーディネーターが中心となり、地域で「支え合う地域づくり会議」を開催し、参加した地域住民とと
もに地域課題の把握や課題の解決策についての検討を行った。（Ｈ30：56回、Ｒ1：44回）

●地域包括支援センター機能の強化
・Ｈ30年度から、認知症機能強化型として２か所の地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を２名配置し、
他の地域包括支援センター（９か所）への助言指導などの体制を整備し、認知症高齢者の支援体制づくり・相談対
応の機能強化を図った。
・地域包括支援センターの相談業務において、経済困窮や障がい等複合的な課題を持つ高齢者の相談が増えて
おり、制度・分野を超えた複合的な課題に対応するため、他分野の支援者との合同研修会を開催する等、地域包
括支援センター職員の資質向上や連携体制の強化を図った。

●地域ケア会議の開催
・高齢者個人に対する支援の充実（在宅生活限界点の引き上げ）とそれを支える社会基盤の整備（地域づくり）を目
的に地域ケア個別課題会議（R1:100回）を開催した。
・地域ケア個別課題会議では、独居や認知症、障がいなど複合的な問題を抱えた高齢者の事例が増加し、身寄り
のない高齢者への支援や他機関の連携支援が課題となっている。会議には、医療・介護の専門職のほか、民生委
員等地域住民の参加もあり、地域の見守り支援体制の整備に繋がった。

●地域共生社会の実現に向けた仕組みづくり
・地域住民は、地域で課題を解決する互助の必要性を感じているが、活動の担い手や協力者
不足等の理由から、活動の困難さを感じており、取組みにつながっていない地区も見受けられ
る。単身世帯や認知症高齢者の増加による見守りや声かけ、ゴミ出しといった生活支援等の課
題に対して、地域、行政だけで解決できないことが増加していることから、新たな地域資源とし
て、民間企業やＮＰＯなど多様な主体と連携した取組みを検討する必要がある。
・地域の課題解決のために活動する地区も見られることから、住民相互の支え合い機能を持
つ、あっかり福祉ネット（小学校区単位）の強化を図り、その活動に対し、第１層及び第２層生
活支援コーディネーターや関係団体が積極的に介入する等協働で、地域課題の解決に取り
組む体制を整備する必要がある。
・地域活動を企画・運営する人材の発掘や育成、また活動の継続が求められることから、その
方法について市として検討が必要である。

●在宅生活を支援する体制の強化
・複合的な問題を抱えた高齢者への対応として、高齢、障がい、生活困窮、住宅等の各分野
が横断的に対応できる相談体制を整備し、地域包括支援センターとの連携強化が求められ
る。また、地域においては、見守り等、地域での支援体制づくりを引き続き進めていく必要があ
る。
・地域個別課題会議は、個別ケースの課題解決や自立支援の促進等を目指す検討のみなら
ず、在宅生活を継続する上で重要な要素となる、地域の支援体制づくりの場となっていること
から、引き続き、個別課題に応じた専門職や地域関係者の参加による会議の開催が求められ
る。

 (1)生きがい活動の充実

２　住民が支え合う地域づくり

 (1)支え合う地域づくり会議の推進

 (2)地域での見守り支援体制の整備

 (3)在宅を支援する生活支援サービス

３　地域包括支援センターの機能の充実

 (1)支援体制の整備・強化

 (2)地域ケア会議の推進

施策体系

Ⅰ安心し
て暮らせ
る我が
事・丸ご
と※の地
域づくり
の推進

1　生涯現役で活躍する社会づくり

 (3)地域福祉ネットワーク構築事業の充実

４　安心して暮らすための環境づくり

 (1)高齢者の住まい

 (2)非常災害時の体制整備・支援体制
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基本的な方向 取組状況の検証 課　題施策体系

●施設整備の状況
・第７期計画に掲げる地域密着型サービス設置について、在宅介護実態調査結果等の利用者ニーズを踏まえ整備
を進めることとしていたが、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、介護事業所の参入意向が落ち込み、当初計
画に対し、少ない施設整備となる予定。（看護小規模多機能型居宅介護　計画１→１、小規模多機能型居宅介護
計画２→１、定期巡回・随時対応型訪問介護看護　計画２→１）
・慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため平成30年度に創設された介護医療院への転換が進んだ。（介護療養
型医療施設からの転換　135床、医療療養病床からの転換　３床）

●要介護認定の適正化
・更新申請については、居宅介護支援事業所や介護保険施設に介護認定調査を業務委託しているが、介護認定
調査の平準化を図るため、保険者が認定調査結果の点検等（事後チェック）を実施している。

●介護人材の確保
・平成２１年度以降、国において介護職員の処遇改善を図るための介護報酬改定が行われている。なお、市内地
域密着型サービス事業所における介護職員処遇改善加算取得割合は、令和２年４月時点で100％となった。
・令和２年２月～３月に行った介護サービス事業所調査では、市内約７割の事業所で人材不足感がある。

●適正な基盤整備
・団塊の世代が７５歳以上となる2025年、さらには、団塊ジュニア世代が６５歳以上となり、介護
サービス需要が増加する2040年を見据え、必要となるサービス提供体制を整備する必要があ
る。

●介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化
・介護専門職が、利用者のケアに特化できるよう、国・県と連携し、地域の元気高齢者に周辺
業務（ベッドメイキング、食事の配膳等）を担ってもらう等、多様な人材の確保に努める。
・職員の定着促進（離職防止）を図るため、介護現場における介護ロボット・ICTの活用により、
職員の労働負担の軽減や業務の効率化を推進する必要がある。
・将来の介護業務の担い手となる若者に対し、介護職の魅力等に関する情報発信を行う。

 (1)居宅サービス

 (2)地域密着型サービス

 (3)施設サービス

２　介護給付等に要する費用の適正化

 (1)要介護認定の適正化

 (2)ケアマネジメントの適正化

 (3)事業者のサービス提供体制、介護報酬請求の適
    正化

３魅力ある福祉職場づくり・業務効率化の実践

２ ニーズに応じたサービス提供体制の構築

 (1)在宅医療と介護の連携支援体制づくり

 (2)医療・介護ネットワークの推進

Ⅳ 介護保
険サービ
スの適正
な運営

１　介護サービスの充実

 (1)福祉・介護人材確保に向けた横断的取組み推進

 (2)業務効率化の取組み推進

Ⅲ ニーズ
に応じた
サービス
提供体制
の構築

１ 認知症高齢者支援の充実と権利擁護の推進 ●認知症高齢者支援の充実
・Ｈ30年度から新たに、高齢者が利用する地域の商店・スーパー等民間企業を対象とした「認知症サポーター養成
講座」を開催し、認知症に関する知識の普及・啓発を図った。
・令和元年度から、認知症サポーター養成講座修了者を対象に認知症ステップアップ講座を実施し、地域の身近
な支援者の養成及び活動登録を行った。活動登録者数：38人。
・Ｈ30年度から認知症初期集中支援チームを１チーム増やし、２チーム体制とした。市の北部と南部に担当エリアを
設定し活動を実施し、認知症の早期発見・早期治療に結びつける相談支援体制の強化を図った。また、必要に応
じて認知症疾患医療センターに繋ぐなど連携体制の整備も図った。（Ｒ1：認知症初期集中支援チーム新規介入件
数　52件）

●権利擁護の推進
・H31.4月呉西地区成年後見センターを開設し、成年後見制度に関する相談業務や市民後見人養成講座を実施し
た。市民後見人バンク登録者49名。（うち、高岡市14名）

●在宅医療と介護の連携推進
・在宅支援に関わる職種間の連携強化を図るため、多職種による研修会や事例検討会を開催した。（Ｒ1：5回）
・Ｈ30年度から、エンディングノート（人生いきいきノート）の配布（8,800部）およびACP(愛称：人生会議）について普
及啓発を図った。

●認知症の人が暮らしやすい地域づくり
・認知症への理解促進を図るため、引き続き、認知症の人と地域で関わる機会が多い民間企
業等を対象に、認知症サポーター養成講座等の機会を活用し、普及啓発を行うことが必要で
ある。
・地域での支援体制を強化するため、認知症ステップアップ講座による地域の身近な支援者
の養成や「支え手」と「受け手」のマッチングの仕組みづくりが必要である。

●発症や進行を遅らせる認知症予防の強化
・認知症の発症を遅らせるため、住民主体の通いの場の立ち上げを推進するとともに、通いの
場において、体操による運動不足の改善のほか、出前講座による糖尿病や高血圧症等の生
活習慣病の予防啓発等、認知症予防に資する可能性が示唆されているプログラム提供を進め
ていくことが必要である。
・早期発見・早期対応のため、地域の医療機関、認知症初期集中支援チーム、地域包括支援
センターをはじめ、歯科医療機関や薬局等との連携を更に推進し、多職種が連携した支援体
制の強化を図ることが必要である。

●在宅医療・介護連携の推進
・入院期間が短くなっていることから、在宅支援に向けては、入院早期から医療と介護の連携
が求められる。
・高齢者が安心して在宅生活を継続するため、介護職を対象した医療関係の研修会の開催等
を通じて、在宅医療・介護にかかわる専門職の資質向上が求められている。
・高齢者の意思が尊重され、自分らしく暮らし続けることができるよう、自らの人生の振り返りや
今後の暮らし方等を考えるきっかけとして、エンディングノート（人生いきいきノート）の活用に
ついて周知を図っていく。

 (1)認知症に関する正しい理解の普及・啓発の推進

 (2)認知症高齢者とその家族への支援体制づくり

 (3)高齢者の権利擁護の推進
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